
た
は
事
業
所
を
、
県
内
に
新
設
ま
た
は

増
設
し
、
県
内
に
お
け
る
従
業
者
が
５

人
以
上
増
加
し
た
法
人

→
課
税
免
除

②
県
内
に
お
い
て
、
本
社
機
能
の
移
転

ま
た
は
拡
充
す
る
事
業
を
行
う
も
の
と

し
て
、
知
事
の
認
定
を
受
け
た
法
人
ま

た
は
個
人

→
不
均
一
課
税

　

県
税
の
特
別
措
置
を
利
用
す
る
に
あ

た
っ
て
は
、
各
種
の
要
件
が
あ
り
、
期
限

（
不
動
産
を
取
得
し
た
日
か
ら
60
日
以
内
）

ま
で
に
手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
茨
城
県
水
戸
県
税
事
務
所

　
（
課
税
第
二
課
）

　

☎️
０
２
９
２ー
２
１ｰ

４
８
２
０

　

県
が
委
託
し
た
調
査
員
が
、
盛
土
の
調

査
を
行
い
ま
す
。
調
査
に
あ
た
り
皆
さ
ま

の
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
調
査
員
は
、
身

分
証
明
書
を
携
帯
し
、
田
畑
な
ど
を
踏
み

荒
ら
さ
な
い
よ
う
作
業
を
行
い
ま
す
。

調
査
期
間
　
11
月
中
旬
～
令
和
８
年
３
月

調
査
箇
所　
町
内
全
域

調
査
会
社　
（
株
）パ
ス
コ

問
合
せ　
茨
城
県
県
民
生
活
環
境
部

　

廃
棄
物
規
制
課
不
法
投
棄
対
策
室

　

☎
０
２
９ｰ

３
０
１ｰ

３
０
３
３

〈
訂
正
と
お
詫
び
〉

　
今
年
11
月
に
配
布
さ
れ
ま
し
た
「
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
カ
レ
ン
ダ
ー
」
に
お
い
て
、

次
の
内
容
に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お

詫
び
し
て
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。

カ
レ
ン
ダ
ー
左
上
掲
載
写
真
の
タ
イ
ト
ル

【
誤
】「
曹
洞
宗 

瑞
雲
山
龍
谷
院
の
桜

　
（
下
阿
野
沢
）」

【
正
】「
高
根
山 

閑
心
院
大
山
寺
の
桜

　
（
高
根
）」

　

茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
で
は
、

ひ
と
り
親
家
庭（
母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
）

で
、
令
和
８
年
度
に
小
学
校
へ
入
学
さ
れ

る
お
子
さ
ん
に
入
学
祝
品（
学
用
品
）を
贈

呈
し
ま
す
。
祝
品
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

申
込
先
へ
お
子
さ
ん
の
氏
名
、
保
護
者
名
、

住
所
、
連
絡
先
を
12
月
22
日（
月
）ま
で
に

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

申
込
先
　
常
北
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
城
里
町
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
０
２
９ｰ

２
４
０ｰ

６
５
５
０

問
合
せ　
茨
城
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

　

☎
０
２
９ｰ

２
２
１ｰ

７
５
０
５

　

警
察
で
は
、
拉
致
に
関
与
し
た
と
し
て

北
朝
鮮
工
作
員
等
に
つ
い
て
逮
捕
状
の
発

付
を
得
て
国
際
手
配
を
行
う
と
と
も
に
、

拉
致
容
疑
事
案
及
び
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致

の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
事
案
の
真
相

解
明
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
の

で
、
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
茨
城
県
警
察
外
事
課

　

☎
０
２
９ｰ
３
０
１ｰ

０
１
１
０

（広 告）

　

こ
の
制
度
は
、
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍

謄
本
等
を
本
人
の
代
理
人
や
第
三
者
に
交

付
し
た
際
に
、
そ
の
交
付
し
た
事
実
に
つ

い
て
本
人
に
お
知
ら
せ
を
す
る
制
度
で

す
。

　

こ
の
制
度
が
周
知
さ
れ
る
こ
と
で
、
住

民
票
の
写
し
等
の
不
正
請
求
及
び
不
正
取

得
の
早
期
発
見
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、

委
任
状
の
偽
造
や
不
必
要
な
身
元
調
査
等

の
未
然
防
止
な
ど
、
個
人
の
権
利
侵
害
が

防
止
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
の
利
用
に
は
登
録
申

請
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
町
民
課
窓

口
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
町
民
課　

戸
籍
住
民
Ｇ

　

☎️
０
２
９ｰ

２
８
８ｰ

３
１
１
１

　
（
内
線
１
１
４
～
１
１
６
）

　

茨
城
県
で
は
、
企
業
立
地
等
の
促
進
を

図
る
た
め
、
県
内
に
お
い
て
事
業
用
施
設

や
事
務
所
を
新
設
ま
た
は
増
設
し
た
企
業

が
利
用
で
き
る
「
県
税
の
特
別
措
置
」
を

設
け
て
い
ま
す
。

（
県
税
の
特
別
措
置
の
一
例
）

①
対
象
事
業
（
製
造
業
、
情
報
通
信
業
、

運
輸
業
等
）
の
用
に
供
す
る
事
務
所
ま

本
人
通
知
制
度
の
ご
案
内

12
月
10
日
か
ら
16
日
は

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発

週
間
で
す

不
動
産
取
得
税
の

課
税
免
除
等
に
つ
い
て

盛
土
規
制
法
に
基
づ
く

盛
土
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

ひ
と
り
親
家
庭
の
小
学
校
新
入
学

児
童
入
学
祝
品
を
贈
呈
し
ま
す

14広報しろさと　2025.12


